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住友林業株式会社が供給した住宅等における 

国土交通大臣認定の仕様への不適合について 
 

令和６年１２月２５日に国土交通省において、住友林業株式会社が供給した住宅等の軒裏の準耐火構造につ

いて、大臣認定の仕様と成分が異なる軒裏材を使用しているため、建築基準法の規定に抵触するおそれがある

と発表がありました。 

川崎市内の対象物件については、神奈川県内９０棟のうち２４棟あることを神奈川県から報告を受けており

ます。対象物件の区ごとの内訳は以下のとおりです。 

今後、詳細内容を含め、住友林業株式会社から聞き取り調査等を行う予定です。 

区 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 

棟数 ５棟 ２棟 ９棟 ５棟 ０棟 ３棟 ０棟 

 戸建て ５棟 ２棟 ８棟 ５棟 ０棟 ３棟 ０棟 

併用※１ ０棟 ０棟 １棟 ０棟 ０棟 ０棟 ０棟 

   ※１ 一の建築物において、店舗・事務所等業務の用に供する非住宅部分と、居住の用に供する住宅部分を有する建築物。 

  

 

国土交通省の発表 

住友林業株式会社より国土交通省に対し、同社が供給した一部の住宅等の軒裏（準耐火構造※２）の仕様が、

国土交通大臣認定に適合しない仕様となっており、建築基準法の規定に抵触するおそれがあると 

令和６年１２月５日（木）に報告がありました。 

また、国土交通省が同社に対して必要な調査等を指示した結果、令和６年１２月２４日（火）までに、以下

の報告がありました。 

(1) 軒裏が大臣認定に適合しない仕様となっている平成２６年１２月～令和６年１２月に完成した住宅等

９３０棟において、建築基準法の規定に抵触するおそれがあること。 

(2) 不適合の内容は、大臣認定の仕様と成分が異なる軒裏材を使用していたこと。 

(3) 住友林業株式会社は、対象の９３０棟について速やかに改修等を行う方針であること。 

※２ 建築基準法では、防火地域等にある建築物の軒裏については、通常の火災による周囲への延焼を防止するため、規模等に応じて、準耐火 

性能を有する構造（準耐火構造）とすることを求めている。準耐火構造については、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの（告示 

仕様）又は国土交通大臣の認定を受けたものとする必要がある。 

 

今後の対応について 

詳細内容を含め、住友林業株式会社から聞き取り調査等を行い、国土交通省や関係特定行政庁と連携を図り

ながら、同社に対し是正指導等の対応をしてまいります。 

 

                      問合せ先              

川崎市まちづくり局指導部建築指導課 工藤 

電話：044-200-3005          
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